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　地方自治法第199条第７項の規定に基づき、 財政援助団体等監査（第２期）

を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり報告する。
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 １．各表中の比率（構成比）は、原則として表示単位未満を四捨五入した。したがって、合計は

     必ずしも100にならない。

 ２．各表中の「－」は、該当数値がないか、若しくは算出不能であるものを表している。

 ３．負数又は減数には「△」の符号を付して表示している。
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1. 監査の対象

　平成27年度に交付した補助金等のうち次に掲げる補助金について、所管課等を対象に

実施した。

2. 監査の期間

3. 監査の範囲

　監査対象について、関係法令及び条例等に基づき適正に処理されているか、調書等提出

資料及び関係書類、会計帳票により下記の事項を主眼に監査を行った。

補助金等に関する当該交付要綱等が整備されているか。

交付目的及び対象事業内容が明確で、かつ、公益上の必要性は十分か。

補助金等に係る経費の算定及び支出方法、時期、手続等が適正に行われているか。

補助金等に関する会計、経理内容が明確で、その執行が適切に行われているか。

補助事業等の実績報告が適切に行われ、交付条件に適合しているか。

補助金等の交付により、事業が効果的に運用され成果が見られるか。

金家住宅管理事業費補助金

資格取得費用を負担した個人及び事業主
産業部

商工観光課

平成28年度財政援助団体等監査(第２期)結果報告

補助金の名称 補助団体の名称 所管課等の名称

社会福祉法人　鷹巣地の塩会
社会福祉法人　県北報公会
社会福祉法人　綴子保育園
社会福祉法人　秋田県民生協会

健康福祉部
福祉課

健康福祉部
福祉課

社会福祉法人　鷹巣地の塩会
社会福祉法人　県北報公会
社会福祉法人　秋田県民生協会

障害児保育事業費補助金

病児・病後児保育事業補助金

資格取得支援助成金

～ 平成 29年 2月 17日

商工観光課

北秋田市スキー大会実行委員会
教育委員会
スポーツ振興課

金家住宅管理者
教育委員会

生涯学習課

大館能代空港利用促進事業北秋田市実行
委員会

産業部

北秋田市スキー大会補助金

大館能代空港運賃助成事業補助金

平成 29年 1月 26日

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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　（補助金等の交付先団体に関する資料）

事業計画書、予算書、決算諸表等の交付申請書及び実績報告書類

補助金等の申請手続、請求、受領等

補助金等に関する出納関係書類等、会計及び経理内容

補助金等の実績報告書等

4. 監査の方法

　あらかじめ所管課等から調書等の資料提出を求め、担当職員から説明聴取を行ったほか、

必要に応じて関係書類、会計経理帳票、証拠書類等の確認、照合及び調査並びに現地視察

を行うとともに、関連する団体等の会計処理や事務処理等に関する資料を求め、確認及び

精査のうえ実施した。

5. 監査の結果

　平成２８年度財政援助団体等監査（第２期）は、各補助事業等に関する交付要綱並びに

北秋田市補助金等交付要綱（平成１７年）に基づく手続き及び会計処理等の事務について

実施した結果、おおむね適正かつ妥当に行われているものと認めた。

　なお、補助団体である一部「実行委員会」における助成金交付事務が市窓口において実

施されていることや補助金残高の年次繰越運用が見られることから、今後の補助金に関す

る取扱いのあり方について、改善検討を要するものと考察する。

　この度の監査対象の補助金等については、市単独補助金のほか、事業の対象範囲や使途

などが特定されている国・県の制度等に基づく事業に対する市補助金の加算であったが、

補助対象事業の特性から効果が後年度以降に期待されるものもあることから、継続的な取

り組みを含め着実な進行に期待したい。

　また、個々の所見はそれぞれに記載のとおりであるが、軽易な事項についてはその都度

関係職員に対し改善・検討を要請したので記述を省略する。

(1)

(2)

(3)

(4)
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【監査対象の概要】
 補 助 金 交 付

障害児保育事業費補助金

②

④

⑥

1. 概要

障がい児保育事業の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
園負担分

（2） 支出の部

職員給与
諸経費

（3） 収支差引

）

交 付 額 7,375,000 円

(1)

補 助 金 の 名 称 障害児保育事業費補助金

事 業 区 分 1. 市 単 独 事 業 2. 国 庫 補 助 事 業 3. 県 単 補 助 事 業

補 助 団 体 の 名 称
社会福祉法人鷹巣地の塩会、社会福祉法人県北報公会、社会福祉法人綴子保育園、
社会福祉法人秋田県民生協会

目 的 及 び 内 容
　心身の発達の遅れにより、集団生活の中で個別の支援が必要な児童の保育を推進するため、障
がい児等の受け入れを行う保育所等に対し、保育士、教諭又はこれらに準ずる者の加配等を行う
ことにより、障がい児等の処遇の向上を図ることを目的とする。

交 付 の 根 拠
北秋田市補助金等交付要綱
北秋田市障がい児保育事業実施要領

4. そ の 他 （

団 体 別 交 付 状 況 下記のとおり

補 助 団 体 ① 社会福祉法人　鷹巣地の塩会　認定こども園　しゃろーむ

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

① 6,022,000 円申請年月日

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定

確定年月日

支払区分

2,400,000 円
事 業 費 39.9%

2,400,000 円
事 業 費 39.9%

補助申請額
交付率（②/①）
補助決定額
交付率（④/③）

交 付 決 定 平成27年4月1日
決　　 定

③ 6,022,000 円決定年月日

2,400,000 円
事 業 費 43.7%

1回目 2,400,000 円
2回目

支払状況
及び金額

平成28年4月26日 4回目

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2.

⑤ 5,486,787 円

確 定 後 払 い 3. そ の 他 （ ）

補助確定額
交付率（⑥/⑤）

2,400,000 2,400,000 43.7%

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

3,622,000 3,086,787 56.3%

（単位：円）

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考

　

3回目（△は返納額）

5,522,000 4,992,750 91.0%

計 6,022,000 5,486,787 100.0%

計 6,022,000 5,486,787 100.0%

差引額 0

5回目
合計 2,400,000 円

500,000 494,037 9.0%

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考
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②

④

⑥

1. 概要

障がい児保育事業の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
園負担分

（2） 支出の部

職員給与

（3） 収支差引

②

④

⑥

⑧

⑩

1. 概要

障がい児保育事業の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
園負担分

（2） 支出の部

職員給与
給食費
保育材料費

（3） 収支差引

7,427,639 円

1,500,000 円
2回目

1,500,000 1,500,000 20.2%
科　　　　　目 予算額 決算額 構成比

補 助 団 体 ② 社会福祉法人　県北報公会　南鷹巣保育園

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

① 7,427,639 円

交 付 決 定 平成27年4月1日
決　　 定

③決定年月日

1,500,000 円
⑤ 7,427,639 円交 付 確 定 平成28年3月31日

確　　 定

1回目

事 業 費 20.2%

確 定 後 払 い 3. そ の 他 （ ）補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2.

確定年月日

支払区分

支払状況
及び金額

備 考

5,927,639 5,927,639 79.8%

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

3回目

（単位：円）

備 考

計 7,427,639 7,427,639 100.0%

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比
7,427,639 7,427,639 100.0%

計 7,427,639 7,427,639 100.0%

差引額 0

補 助 団 体 ③ 社会福祉法人　綴子保育園

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

① 5,183,350 円申請年月日

1,500,000 円
事 業 費 28.9%

1,500,000 円
事 業 費 28.9%

交 付 決 定 平成27年4月1日
決　　 定

③ 5,183,350 円決定年月日

補助申請額
交付率（②/①）
補助決定額
交付率（④/③）

1,600,000 円
事 業 費 30.9%

5,183,350 円

交付決定変更 平成27年12月1日
決　　 定

⑦

変更承認申請 平成27年12月1日
申　　 請

⑤申請年月日

決定年月日

補助申請額
交付率（⑥/⑤）

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定

確定年月日

支払区分

5,183,350 円
1,600,000 円

事 業 費 30.9%
1,600,000 円

事 業 費 29.1%
⑨ 5,501,730 円

）補 助 金 支 払

補助決定額
交付率（⑧/⑦）
補助確定額
交付率（⑩/⑨）

600,000 円

確 定 後 払 い 3. そ の 他 （前 金 払 い 2.

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考

1.

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

3回目

1回目 1,000,000 円
2回目

支払状況
及び金額

（△は返納額）

平成27年12月25日 4回目
平成28年5月9日 5回目

合計 1,600,000 円

1,600,000 1,600,000 29.1%
3,583,350 3,901,730 70.9%

（単位：円）

備 考
4,965,750 5,316,787 96.6%

計 5,183,350 5,501,730 100.0%

117,600 89,572 1.6%
100,000 95,371 1.7%

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比

計 5,183,350 5,501,730 100.0%

差引額 0

申請年月日
1,500,000 円

事 業 費 20.2%

（△は返納額）

補助申請額
交付率（②/①）
補助決定額
交付率（④/③）
補助確定額
交付率（⑥/⑤）

平成28年5月17日 4回目
5回目
合計 1,500,000 円

1,500,000 円
事 業 費 20.2%
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②

④

⑥

⑧

⑩

⑫

⑭

1. 概要

障がい児保育事業の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
園負担分

（2） 支出の部

職員給与

（3） 収支差引

補 助 団 体 ④ 社会福祉法人　秋田県民生協会　鷹巣中央保育園

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

① 7,947,239 円

7,947,239 円

1,500,000 円
事 業 費 18.9%

交 付 決 定 平成27年4月1日
決　　 定

③ 7,947,239 円

7,947,239 円
1,700,000 円

事 業 費 21.4%

1,500,000 円
事 業 費 18.9%

申請年月日

決定年月日

申請年月日変更承認申請 平成28年3月8日
申　　 請

⑨

交付決定変更 平成27年12月1日
決　　 定

⑦
事 業 費 21.4%

7,947,239 円

変更承認申請 平成27年12月1日
申　　 請

⑤申請年月日

決定年月日

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定

⑬

交付決定変更 平成28年3月9日
決　　 定

⑪決定年月日

確定年月日

確 定 後 払 い

支払状況
及び金額

7,947,239 円
1,875,000 円

事 業 費 23.6%

2回目

3. そ の 他 （ ）

平成28年4月26日 4回目
5回目

1回目

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

3回目（△は返納額） 合計 1,875,000 円

科　　　　　目 予算額

7,947,239 7,947,239 100.0%

1,875,000 1,875,000 23.6%
6,072,239 6,072,239 76.4%

（単位：円）

差引額 0

計 7,947,239 7,947,239 100.0%

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考

1,875,000 円

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2.

り組みが期待される。

監 査 結 果
　当該補助金の手続きについては、北秋田市障がい児保育事業実施要領に基づき適切に行われて
いたものと判断した。
　なお、当該補助金事業については、心身の発達の遅れにより集団生活の中で個別の支援が必要

事 業 の 成 果 　保育士、教諭又はこれらに準ずる者の加配等を行うことにより、処遇の向上が図られた。

決算額 構成比 備 考
7,947,239 7,947,239 100.0%

計

な児童の保育の充実を図るため、保育士等の加配により処遇向上を図る市内民間保育所４園（対
象児童15人）に交付されたものであるが、今後も障がい児等の保育環境の向上に向け継続的な取

計 15 10

利 用 等 実 績
補助団体名

認定こども園　しゃろーむ
南鷹巣保育園
綴子保育園
鷹巣中央保育園

入所者数
6
3
2
4

加配された職員数

3
3
2
2

判定区
Ａ
Ｂ

補助基準額
月額 100,000円
月額  50,000円
月額  25,000円Ｃ

区分
重度
中度
軽度

支払区分

補助申請額
交付率（②/①）
補助決定額
交付率（④/③）
補助申請額
交付率（⑥/⑤）
補助決定額
交付率（⑧/⑦）
補助申請額
交付率（⑩/⑨）
補助決定額
交付率（⑫/⑪）
補助確定額
交付率（⑭/⑬）

1,875,000 円
事 業 費 23.6%

7,947,239 円

1,875,000 円
事 業 費 23.6%

1,700,000 円
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病児・病後児保育事業補助金

②

④

⑥

⑧

⑩

⑫

⑭

1. 概要

病児保育事業（体調不良児型）の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
園負担分

（2） 支出の部

職員給与
諸経費

（3） 収支差引

特記事項

2,770,182 93.7%

計 2,955,944 2,955,944 100.0%

差引額 0

185,762 185,762 6.3%

補助確定額
交付率（⑭/⑬）

平成28年4月26日 4回目

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

3回目（△は返納額）

1回目 2,955,000 円
2回目

支払状況
及び金額 5回目

合計

0 円
事 業 費 -

0 円
事 業 費 -

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2.

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定

確定年月日

支払区分

2,955,000 円
事 業 費 100.0%

⑬ 2,955,944 円

確 定 後 払 い 3. そ の 他 （ ）

交 付 決 定 平成27年4月1日
決　　 定

③

団 体 別 交 付 状 況 下記のとおり

補 助 団 体 ① 社会福祉法人　鷹巣地の塩会　認定こども園　しゃろーむ

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

① 0 円

0 円

申請年月日

決定年月日

補助申請額
交付率（②/①）
補助決定額
交付率（④/③）

補 助 団 体 の 名 称 社会福祉法人鷹巣地の塩会、社会福祉法人県北報公会、社会福祉法人秋田県民生協会

目 的 及 び 内 容
　保育所等において保護者が迎えに来るまで病気の児童を一時的に保育するなど、安心して子育
てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

交 付 の 根 拠

4. そ の 他 （ ）

交 付 額 6,000,000 円

平成27年度子ども・子育て支援交付金交付要綱　（国）
地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要領　（県）
北秋田市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱　（市）

(2)

補 助 金 の 名 称 病児・病後児保育事業補助金

事 業 区 分 1. 市 単 独 事 業 2. 国 庫 補 助 事 業 3. 県 単 補 助 事 業

変更承認申請 平成27年10月1日
申　　 請

⑤ 2,800,000 円
2,800,000 円

事 業 費 100.0%
申請年月日

補助申請額
交付率（⑥/⑤）

交付決定変更 平成27年10月1日
決　　 定

⑦ 2,800,000 円
2,800,000 円

事 業 費 100.0%
決定年月日

補助決定額
交付率（⑧/⑦）

2,955,000 円
事 業 費 100.0%

決定年月日
補助決定額
交付率（⑫/⑪）

変更承認申請 平成28年3月11日
申　　 請

⑨ 2,955,944 円
2,955,000 円

事 業 費 100.0%
申請年月日

補助申請額
交付率（⑩/⑨）

交付決定変更 平成28年3月14日
決　　 定

⑪ 2,955,944 円

944 944 0.0%

（単位：円）

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考

2,955,000 円

　監査対象となった補助金は、国及び県の要綱等に基づき補助団体が行った延長保育事業、一時預か
り事業及び病児保育事業に対して一括申請を受け交付されたものであった。
　今回の監査対象が「病児・病後児保育事業補助金」であったことから、「団体別交付状況」の記載につ
いては病児保育事業に係る部分のみとなっており、当初申請には、病児保育事業は計上されていない。

計 2,955,944 2,955,944 100.0%

2,955,000 2,955,000 100.0%

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考
2,770,182

6



②

④

⑥

⑧

⑩

⑫

⑭

1. 概要

病児保育事業（体調不良児型）の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
園負担分

（2） 支出の部

職員給与

（3） 収支差引

特記事項

782 782 0.1%

3回目（△は返納額）

備 考

計 672,782 672,782 100.0%

0 円
事 業 費 -

補助申請額
交付率（⑥/⑤）
補助決定額
交付率（⑧/⑦）

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2. 確 定 後 払 い

交付決定変更 平成27年10月1日
決　　 定

⑦ 1,690,000 円

変更承認申請 平成28年3月11日
申　　 請

⑨ 672,782 円

0 円
事 業 費 -

決定年月日
補助決定額
交付率（④/③）

1,690,000 円
事 業 費 100.0%

申請年月日

決定年月日

補 助 団 体 ② 社会福祉法人　県北報公会　南鷹巣保育園

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

① 0 円

交 付 決 定 平成27年4月1日
決　　 定

③ 0 円

変更承認申請 平成27年10月1日
申　　 請

⑤ 1,690,000 円
1,690,000 円

事 業 費 100.0%

2回目

3. そ の 他 （ ）

1回目 672,000 円 平成28年5月24日 4回目

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

672,000 円
事 業 費 99.9%

交付決定変更 平成28年3月14日
決　　 定

⑪ 672,782 円
672,000 円

事 業 費 99.9%

補助申請額
交付率（⑩/⑨）
補助決定額
交付率（⑫/⑪）

申請年月日

決定年月日

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定

⑬ 672,782 円
672,000 円

事 業 費 99.9%
補助確定額
交付率（⑭/⑬）

確定年月日

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比
672,000 672,000 99.9%

計

差引額 0

　監査対象となった補助金は、国及び県の要綱等に基づき補助団体が行った延長保育事業、一時預か
り事業及び病児保育事業に対して一括申請を受け交付されたものであった。
　今回の監査対象が「病児・病後児保育事業補助金」であったことから、「団体別交付状況」の記載につ
いては病児保育事業に係る部分のみとなっており、当初申請には、病児保育事業は計上されていない。

申請年月日
補助申請額
交付率（②/①）

支払区分

支払状況
及び金額

合計 672,000 円
5回目

672,782 672,782 100.0%

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比

（単位：円）

備 考
672,782 672,782 100.0%
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②

④

⑥

⑧

⑩

⑫

⑭

1. 概要

病児保育事業（体調不良児型）の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
園負担分

（2） 支出の部

職員給与

（3） 収支差引

特記事項

とを期待している。

事 業 の 成 果

備 考
2,373,934 2,373,934 100.0%

計 2,373,934 2,373,934 100.0%

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比

2,373,000

2,373,934 円

後児保育事業補助金を対象としたものであったが、今後の保育環境の充実に向け進展されるこ

予算額 決算額 構成比 備 考
100.0%2,373,000

そ の 他 （

補助決定額
交付率（⑫/⑪）
補助確定額

監 査 結 果
　当該補助金の手続きについては、北秋田市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱に
基づき適切に行われていたものと判断した。

計 2,373,934 2,373,934 100.0%

差引額 0

934 934 0.0%

（単位：円）

科　　　　　目

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

3回目（△は返納額） 合計 2,373,000 円

交付率（⑭/⑬）

1回目 2,373,000 円

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2. 確 定 後 払 い支払区分

支払状況
及び金額

平成28年5月2日 4回目
5回目2回目

3. ）

100.0%

2,306,000 円
事 業 費 100.0%

2,306,969 円

補助申請額
交付率（⑩/⑨）

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定

⑬

交付決定変更 平成28年3月31日
決　　 定

⑪決定年月日

確定年月日 2,373,934 円
2,373,000 円

事 業 費 100.0%

2,373,000 円
事 業 費 100.0%

変更承認申請 平成28年3月31日
申　　 請

⑨

交付決定変更 平成28年3月14日
決　　 定

⑦

申請年月日
事 業 費

決定年月日

交 付 決 定 平成27年4月1日
決　　 定

③ 4,316,299 円

2,306,969 円
2,306,000 円

事 業 費 100.0%

2,000,000 円
事 業 費 46.3%

申請年月日
補助申請額
交付率（⑥/⑤）

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

① 4,316,299 円

変更承認申請

補 助 団 体 ③ 社会福祉法人　秋田県民生協会　鷹巣中央保育園

利 用 等 実 績
補助団体名 実施月数 延べ利用者数

認定こども園　しゃろーむ 6 84
職員配置数

1
鷹巣中央保育園 12 1731

平成28年3月11日
申　　 請

⑤

2,000,000 円
事 業 費 46.3%

2,373,934 円

　監査対象となった補助金は、国及び県の要綱等に基づき補助団体が行った延長保育事業及び病児保
育事業に対して一括申請を受け交付されたものであった。
　今回の監査対象が「病児・病後児保育事業補助金」であったことから、団体別交付状況の記載について
は病児保育事業に係る部分のみとなっている。

2,373,000 円

る一時的保育により安心して子育てする環境整備を行う市内民間保育所３園に対する病児・病

南鷹巣保育園 6 32

計 24 289
1
3

今後の取扱いには慎重を期されたい。
　なお、当該補助金事業については、国、県の子ども・子育て支援事業費補助金のうち本市で
４項目を対象に実施している中から、病気の児童（体調不良児対応型）の看護師等の配置によ

　しかしながら、一部申請書類等における積算資料の適正性が求められる部分もあったので、

　保育中に緊急的な対応が必要となった児童を、保護者が迎えに来るまでの間、看護師等がいる
安心・安全な体制で保育する事ができ、利用者も増加してきている。

申請年月日

決定年月日

補助申請額
交付率（②/①）
補助決定額
交付率（④/③）

補助決定額
交付率（⑧/⑦）
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資格取得支援助成金

②

④

⑥

1. 概要

資格取得費用の助成

2. 交付状況

個人
事業主

3. 取得した主な資格・特異な資格

交 付 決 定

補 助 金 支 払

大型特殊免許、フォークリフト運転技能講習、調理師免許、社会福祉士国家試験、介護職員初任者研修

3回目

2回目

1回目 個別支払のため計のみ記載

構成比
12 750,000 38.4%

3. そ の 他 （ ）

確　　 定
⑤ 4,984,388 円

1,954,000 円
事 業 費 39.2%

2. 確 定 後 払 い

事 業 の 成 果
　安定した就労支援に向け、個人のスキルアップに伴う安定就労による定住化を推進することが
できた。

監 査 結 果
　当該助成金の交付事務手続きについては、北秋田市資格取得支援助成金交付要綱（改定）に基
づき適切に行われていたものと判断した。
　なお、当該資格取得支援事業が、年次ごとに要綱の改定が見られることから、十分周知を図る

31 1,204,000 61.6%

（単位：件・円）

科　　　　　目 備 考

21社

計 43 1,954,000 100.0%

件数 交付額

(3)

補 助 金 の 名 称 資格取得支援助成金

事 業 区 分 1. 市 単 独 事 業 2. 国 庫 補 助 事 業 3. 県 単 補 助 事 業

とともに、申請等の手続きにあたっては規定の範囲内の資料添付により取扱いされるよう努めら
れ、今後も求職者等の就業支援や定住の促進に向け、これまで以上に着実な進行により実効性が
図られることを期待したい。

4. そ の 他 （ ）

交 付 額 1,954,000 円

1. 前 金 払 い

交 付 申 請

補 助 団 体 の 名 称 資格取得費用を負担した個人及び事業主

目 的 及 び 内 容

　求職者の就業機会の拡大を図るため、就業する上で有利となる資格を取得したものに対し、助
成金を交付する。（Ｈ26.10.1～Ｈ27.5.10）

　定住促進及び安定した就労支援のため、従業員の資格取得費用を負担した事業主又は就労に繋
がる資格を取得した求職者若しくは学生に対し、助成金を交付する。（Ｈ27.5.11～）

交 付 の 根 拠
北秋田市就業資格取得支援助成金交付要綱（Ｈ26.10.1～Ｈ27.5.10）
北秋田市資格取得支援助成金交付要綱（Ｈ27.5.11～）

〃

1,954,000 円
39.2%

1,954,000 円
事 業 費

事 業 実 績

4回目

5回目

合計 1,954,000 円

事業完了年月日 個別事業のため略

交 付 確 定

申請年月日

決定年月日

確定年月日

支払区分

支払状況
及び金額

（△は返納額）

補助申請額

交付率（②/①）

補助決定額

交付率（④/③）

補助確定額

交付率（⑥/⑤）

39.2%

〃
決　　 定

③ 4,984,388 円
事 業 費

個別申請のため略
申　　 請

① 4,984,388 円
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大館能代空港運賃助成事業補助金

②

④

⑥

1. 概要

航空運賃の一部を助成

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
繰越金
雑入

（2） 支出の部

事業費
事務費
予備費

（3） 収支差引
翌年度へ繰越

3. 利用状況

の増加による搭乗実績の向上と地域活性となることを期待したい。

監 査 結 果
　当該補助金の手続きについては、北秋田市大館能代空港利用促進助成金交付要綱に基づきおお
むね適切に行われていたものと判断した。なお、搭乗者の助成金は、実行委員会に交付され、基

計 6,145,000 5,833,960 100.0%

123,773 52.8 2,323

事 業 の 成 果 　継続的に助成金を交付することにより、周知度上昇に伴い利用者数が年々増加している。

搭乗率 利用席数
119,508 48.9 2,268

（単位：人・％）

平成27年度 平成26年度

　なお、近年は利用搭乗者数が増加傾向にあることから、今後の本助成制度の成果を含め利用者

差引額 310,894

45,000 26,460 0.5% 広告ポスター、チラシ
100,000 0 0.0%

準に照らし申請手続き及び交付事務が適切に行われたものと考察した。

体の実施例などを参考に検討されたい。

　しかしながら、補助金の会計残高を年次繰越運用している実態があることから、今後の補助金

搭乗者数 搭乗率 利用席数 搭乗者数

の取扱いについて検討を要するものと考察する。
　また、本事業の事務のあり方については、実行委員会の役割及び機能の実態を勘案し、他自治

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考
6,000,000 5,807,500 99.5% 大館能代空港便運賃助成金（＠2,500×2,323席）

276 130
計 6,145,000 6,144,854 100.0%

6,000,000 6,000,000 97.6%
144,724 144,724 2.4%

（単位：円）

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月31日

3回目

1回目 4,000,000 円

2回目 2,000,000 円
支払状況
及び金額

（△は返納額） 合計 6,000,000 円

平成27年11月12日 4回目

平成28年2月25日 5回目

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2.

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定 6,000,000 円
事 業 費 97.6%

⑤ 6,144,854 円

確 定 後 払 い 3. そ の 他 （ ）

確定年月日

支払区分

補助確定額

交付率（⑥/⑤）

交 付 額 6,000,000 円

(4)

補 助 金 の 名 称 大館能代空港運賃助成事業補助金

事 業 区 分 1. 市 単 独 事 業 2. 国 庫 補 助 事 業 3. 県 単 補 助 事 業

申請年月日

決定年月日
97.6%

6,000,000 円
事 業 費 97.6%

4. そ の 他 （ ）

6,145,000 円
補助申請額

交付率（②/①）

補助決定額

交付率（④/③）

補 助 団 体 の 名 称 大館能代空港利用促進事業北秋田市実行委員会

目 的 及 び 内 容
　北秋田市民の大館能代空港の利用促進を図るため、大館能代空港発着の航空機を利用した者に
対し、航空運賃の一部を助成することを目的とする。

交 付 の 根 拠 北秋田市大館能代空港利用促進助成金交付要綱

平成27年10月15日
決　　 定

③

交 付 申 請 平成27年10月7日
申　　 請

①

交 付 決 定 6,145,000 円
6,000,000 円

事 業 費
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金家住宅管理事業費補助金

②

④

⑥

1. 概要

（1） 自火報設備
　自火報設備の保守点検の実施

（2） 雪下ろし、除雪等

（3） 民家の環境整備
　指定建造物の屋敷構えの保存のため、庭園の草刈り及び除草並びに庭木の手入れ作業の実施

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
県補助金
自己財源

（2） 支出の部

委託料（自火報設備）
委託料（冬囲い）
委託料（庭園整備）

（3） 収支差引

※「事業実績」中の「自家報設備」とは、自動火災報知設備の略である。

監 査 結 果
　当該補助金の手続きについては、市独自の補助金交付要綱がないものの、秋田県の関係交付
要綱を適用した中で適切に行われていたものと判断した。

め、今後の地域における保護及び利活用を含めた公開などの検討が重要と考える。

計 634,778 642,990 100.0%

　なお、本件は、木造建造物の老朽化する重要文化財の維持管理及び保全に関する課題をはじ

事 業 の 成 果 　補助対象事業により、重要文化財の適切な維持・管理が図られた。

　また、自動火災報知設備の配置、機能はもとより、火災等有事の地域ぐるみの文化財保護運

差引額 0

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考
356,400 356,400 55.4%
64,851 72,736 11.3%

213,527 213,854 33.3%

計 634,778 642,990 100.0%

380,000 380,000 59.1%
153,000 153,000 23.8%
101,778 109,990 17.1%

1回目 380,000 円

2回目

　豪雪地帯対策特別措置法で定める豪雪地帯に所在する当該建造物を保護するため、冬囲いの
設置及び撤去

支払状況
及び金額 5回目

（単位：円）

科　　　　　目 予算額 決算額 構成比 備 考

（△は返納額）

申請年月日

決定年月日

確定年月日

支払区分

補助申請額

交付率（②/①）

380,000 円
事 業 費

補助決定額

交付率（④/③） 59.9%

59.9%
634,778 円

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月30日

3回目

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2.

平成28年3月17日 4回目

合計 380,000 円

交 付 確 定 平成28年3月31日
確　　 定 380,000 円
事 業 費 59.1%

⑤ 642,990 円

確 定 後 払 い 3. そ の 他 （ ）

補助確定額

交付率（⑥/⑤）

(5)

補 助 金 の 名 称 金家住宅管理事業費補助金

事 業 区 分 1. 市 単 独 事 業 2. 国 庫 補 助 事 業 3. 県 単 補 助 事 業

動の観点からも、今後の地域防災運動の啓発に取り組まれることを期待したい。

補 助 団 体 の 名 称 金家住宅管理者

目 的 及 び 内 容 重要文化財の金家住宅の管理

交 付 の 根 拠 北秋田市補助金等交付要綱

4. そ の 他 （

平成27年4月1日
決　　 定

③

交 付 申 請 平成27年4月1日
申　　 請

①

交 付 決 定 634,778 円
380,000 円

事 業 費

）

交 付 額 380,000 円
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北秋田市スキー大会補助金

②

④

⑥

1. 概要

（1） 第68回大館・北秋田中学校スキー大会（クロカン）：雪不足のため中止
（2） 第９回北秋田市民スキー大会
（3） 第68回大館・北秋田中学校スキー大会（アルペン）
（4） 第61回北秋田学童スキー大会
（5） 第51回大館・北秋田スキー米内沢大会：雪不足のため中止

2. 収支状況

（1） 収入の部

市補助金
負担金
販売料
雑収入

（2） 支出の部

賃金
報償費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
修繕料
役務費
委託料
使用料・賃貸料
原材料費
負担金
予備費

（3） 収支差引

）

交 付 額 1,652,465 円

(6)

補 助 金 の 名 称 北秋田市スキー大会補助金

事 業 区 分 1. 市 単 独 事 業 2. 国 庫 補 助 事 業 3. 県 単 補 助 事 業

補 助 団 体 の 名 称 北秋田市スキー大会実行委員会

目 的 及 び 内 容 北秋田市主催のスキー大会を実施するため補助金を交付することを目的とする。

交 付 の 根 拠 北秋田市補助金等交付要綱

4. そ の 他 （

交 付 確 定 平成28年3月18日
確　　 定

2,094,000 円
1,900,000 円

事 業 費 90.7%

1,900,000 円
事 業 費 90.7%

2,094,000 円

交 付 決 定 平成27年12月2日
決　　 定

③

交 付 申 請 平成27年12月1日
申　　 請

①

1,652,465 円
事 業 費 94.1%

⑤ 1,756,776 円

1回目 1,900,000 円

2回目 △247,535 円 5回目

補 助 金 支 払 1. 前 金 払 い 2. 確 定 後 払 い 3. そ の 他 （ ）

事 業 実 績 事業完了年月日 平成28年3月18日

科　　　　　目 当初予算額 決算額 構成比 備 考
（単位：円）

3回目 合計 1,652,465 円

1,900,000 1,652,465 94.1%

1,000 53 0.0% 貯金利息

92,000 38,858 2.2% 中学校体育連盟
101,000 65,400 3.7% プログラム、公式記録

計 2,094,000 1,756,776 100.0%

科　　　　　目 当初予算額 決算額 構成比 備 考
371,000 317,000 18.0%
238,000 208,400 11.9%

17.7%
206,000 198,482 11.3%

127,000 178,095 10.1%

13,000 2,799 0.2%

0.7%
13.4%
13.0%
1.1%

計 2,094,000 1,756,776 100.0%

差引額 0

13,048
235,428
227,664
19,980

41,000
328,000
252,000
30,000

3,000 0 0.0%

25,000 23,760 1.4%
60,000 22,000 1.3%

400,000 310,120

申請年月日

決定年月日

確定年月日

支払区分

支払状況
及び金額

（△は返納額）

補助申請額

交付率（②/①）

補助決定額

交付率（④/③）

補助確定額

交付率（⑥/⑤）

平成27年12月24日 4回目

平成28年3月22日
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　なお、少子化をはじめ人口減少など大会参加者が減少傾向にある中で、天候等により大会の
中止に伴う物品の有効活用や地域の団体等との連携を図られている点も評価したい。
　今後もスポーツ振興や市民並びに学童の健康増進に貢献されることを期待したい。

事 業 の 成 果
　人口減少や少子化により各種大会への参加人数は減少傾向にあるが、運動不足になる冬期間に
おいてのスポーツ活動と雪国ならではのスポーツ推進に大きく寄与している。また、オリンピッ
ク出場等スポーツ選手として将来への可能性を拡げる為の一助となっている。

監 査 結 果
　当該補助金の手続きについては、５大会を総括する実行委員会を編成し、事務局が所管課で
行われているが、事業の特殊性を勘案し補助金の前金払を有効活用され、実績報告及び組織の
解散における精算手続きによる返還も終えていることを踏まえ、適切なものと判断した。
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